
 

 

 

入 札 公 告 

 

   次のとおり一般競争入札に付します。 

   平成２９年４月２０日 

                    独立行政法人労働者健康安全機構 

                     契約担当役 理事 亀澤 典子 

 

１ 競争入札に付する事項 

（１）委託件名  平成２９年度営繕積算システム単価作成業務 

（２）委託内容  営繕積算システムＲＩＢＣ２による複合単価表（平成２９年度）

及び複合単価歩掛り資料を作成する。 

（３）履行期間  契約締結日の翌日から平成２９年７月３１日まで 

（４）入札方法 

落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の８パーセントに

相当する額を加算した金額（当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数

金額を切り捨てるものとする。）をもって落札価格とするので、入札者は、消費

税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積

もった契約金額の１０８分の１００に相当する金額を入札書に記載すること。 

２ 競争参加資格 

（１）予算決算及び会計令第７０条の規定に該当しない者であること。ただし、未成

年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている

者については、この限りではない。 

（２）予算決算及び会計令第７１条の規定に該当しない者であること。 

（３）平成２８・２９・３０年度厚生労働省競争参加資格（全省庁統一資格）におい

て、資格の種類「役務の提供等」のうち、営業品目「調査・研究」、「情報処理」

又は「ソフトウェア開発」のＡ、Ｂ、Ｃ又はＤの等級に格付けされ、関東・甲信

越地域の競争参加資格を有する者、若しくは平成２９・３０年度厚生労働省競争

参加資格において、業務区分「測量・建設コンサルタント等」のうち、「建築関

係建設コンサルタント」のＡ、Ｂ又はＣの等級に格付けされ、関東・甲信越地域

の競争参加資格を有する者、又は当該競争参加資格を有しない者で、入札書の開

札の日時までに競争参加資格審査申請書を提出し資格の認定を受けた者。  

（４）独立行政法人労働者健康安全機構理事長から、指名停止を受けている期間中で

ないこと。 

（５）会社更生法に基づき、更生手続き開始の申立てがなされている者、又は民事再

生法に基づき、再生手続き開始の申立てがなされている者（（３）の再認定を受

けた者を除く。）でないこと。 

（６）次に掲げる基準を満たす管理技術者を当該業務に配置できること。  

  ① １級建築士又は建築積算士（建築積算資格者）の資格を有するものであり、



 

 

 

組織に所属していること。（「建築積算士（建築積算資格者）」とは（社）日

本建築積算協会が認定した建築積算業務に従事する技術者資格を有する者をい

う。なお、建築コスト管理士は認めない。） 

（７）平成１９年４月１日以降に元請けとして完了した単価作成業務、又は建築積算

業務（建築設計業務に含まれたものも可とする。）を行った実績を有すること。 

３ 入札手続等 

（１）入札書等の提出場所、契約事項を示す場所、入札心得書等の交付場所及び本件

に関する問い合わせ先 

〒211-0021 神奈川県川崎市中原区木月住吉町１－１  

独立行政法人労働者健康安全機構経理部契約課契約班 

電 話 ０４４－４３１－８６３４（ダイヤルイン） 

ＦＡＸ ０４４－４１１－５５３０ 

（２）入札心得書等の交付方法  本公告の日から（１）の場所で交付する。  

（３）入札心得書に定める競争参加資格確認申請書等の提出期限 

   平成２９年５月２４日（水）１３時３０分 

（４）入札書等の受領期限 

平成２９年５月２４日（水）１３時３０分 

（ただし、郵便による入札の受領期限は、平成２９年５月２４日（水）１２時

００分必着） 

（５）開札の日時及び場所 

平成２９年５月２４日（水）１４時００分 

独立行政法人労働者健康安全機構内会議室 

４ その他 

（１）契約手続きで使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨に限る。 

（２）入札保証金及び契約保証金 免除。 

（３）入札の無効 本公告及び入札心得書に示した入札参加に必要な資格のない者の

した入札及び入札の条件に違反した入札。 

（４）契約書作成の要否 要 

（５）落札者の決定方法 本公告に示した役務を提供できると契約担当役が判断した

入札者であって、独立行政法人労働者健康安全機構会計細則第４２条の規定に基

づき作成された予定価格の制限の範囲内で、最低価格をもって有効な入札を行っ

た入札者を落札者とする。 

（６）警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずるものと

して、独立行政法人労働者健康安全機構発注工事等からの排除要請があり、当該

状態が継続している者でないこと。 

（７）その他 詳細は入札心得書による。 


